
（参考資料） 

1 

 

 

１ 総括 

本市では、新型コロナウイルス感染症という、かつてない健康危機事案に対処するため、保健

所を集約化したメリットを生かし、一元的な指揮命令系統の下、対応を進めた。これは、知見が

ない中での方針決定や情報共有の迅速さ、他都市や複数区に跨る緊急案件などを踏まえると、非

常に有効であった。 

また、京都府との徹底した府市協調、京都府医師会や京都私立病院協会、京都府薬剤師会、地

域の医師会・医療機関等や福祉関係団体との連携、京都大学や看護系大学と連携した取組、検査

や健康観察、フォローアップセンターの設置といった民間の力による体制強化など、様々な力を

結集し、まさにオール京都で取り組めたことも大きな成果である。 

今後、次に起こり得る新興感染症に備えて、関係機関とのより緊密な連携を可能とするための

平時からの関係性の構築など、新型コロナウイルス感染症対応の経験を生かすための取組が重要

となる。 

 

２ フェーズごとの対応について 

長期にわたる新型コロナウイルス感染症対応では、ウイルスの変異や何度も繰り返す感染拡大

があり、その時その時に取り得る最良の対策を全力で取り組んできた。一方、具体的な対応には、

その時々に判明していた知見や対応策、社会状況などに差があることから、感染拡大の状況、感

染防止策や保健所体制によってフェーズを分け、フェーズごとに保健所の対応についても評価を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フェーズ１ ウイルスの病原性に未知の点が多く、初動対応を手探りで構築した第１波、第２

波 

フェーズ２ フェーズ１よりも感染者が増加し、医療のひっ迫が懸念される事態が生じた第

３波、第４波 

フェーズ３ 治療薬やワクチン接種向上等の対策が進んだ一方、感染拡大により保健所の抜

本的な体制強化が必要となった第５波 

フェーズ４ これまでを更に大きく上回る感染拡大が発生したことから、社会経済活動を継

続しながら感染拡大を防止する国方針が示された第６波、第７波 

フェーズ５ 発生届の対象を６５歳以上の方など４類型に限定し、経済活動との更なる両立

を図るため、５類感染症に移行する国方針が示された第８波 

新型コロナウイルス感染症対応の評価と課題 
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＜フェーズ１＞ 

時 期 令和２年１月３０日～１０月２１日（第１波、第２波） 

特 徴 

新規陽性者数の数自体は、その後の波と比べると多くなかったものの、ウイル

スの病原性について未知の点が多く、市民の不安も強かった。また、新型コロナ

ウイルス感染症に係る初動体制を手探りで構築し対応していた。 

 生産・流通経路も断たれることが多く、マスク、ＰＰＥ等の個人防護具やアル

コール、検査容器などの備蓄が不足し、市場でも枯渇していたことから入手困難

であった。 

主な対応と

評 価 

〇 検査体制 

・多数に上る濃厚接触者の検査について、検体が鼻咽頭ぬぐい液に限られ、医

師にしか採取できなかったため、ドライブスルー方式やウォークイン方式など

手法を工夫し、保健所医師により実施した。 

・接触者のＰＣＲ検査について、国方針に先駆けて、症状の有無に関わらず少

しでも感染の可能性のある方を幅広く捉える本市独自基準により検査を実施し

た。 

・検査体制の構築に当たり、市衛生環境研究所と府保健環境研究所がそれぞれ

検査方法の検証を行い、互いに知見を共有することで迅速に検査を開始するこ

とができ、以後、突発的に多くの患者が発生した際には、両研究所の連携によ

り、遅滞なく検査を実施した。 

 

〇 医療体制 

・帰国者・接触者外来を設置した市内の医療機関に対し支援金を支給し、接触

者外来の設置を後押しした。（支援金交付実績：25 件、75,000 千円） 

・医療提供体制の確保と維持を目的に、令和２年２月から３年３月までに入院

患者を受け入れた市内の医療機関に対し支援金を支給した。（支援金交付実績：

受入患者数 2,153 人、645,900 千円） 

 ・感染リスクを抱えながらも、市民生活を維持するために尽力いただいた医療

機関及び社会福祉施設等に対し、今後の感染拡大への備えやウィズコロナ社会

においても市民の安心・安全のために力を尽くしていただけるよう「支えあい

支援金」を支給した。（支援金交付実績：約 6,400 件、729,573 千円） 

 

〇 保健所体制 

・市民の不安や様々な相談に対応するため、令和２年１月３１日から、全国に

先駆けいち早く２４時間相談窓口を設置した。 

・京都府コロナ追跡サービスや、国の接触確認アプリＣＯＣＯＡに先駆け、「京

都市新型コロナあんしん追跡サービス」の運用を開始した。 

・人材派遣会社による保健師及び看護師の人材派遣を早期に導入し、保健所体

制の強化を図った。 

・新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインの遵守・徹底のお願いを飲食

店に郵送通知し、感染拡大防止の協力を求めた。 

課 題 

・感染防御物品について、平時からの在庫管理の徹底と備蓄が必要であるが、必

要数の精査を行うとともに、ＰＰＥなどのゴム製品等、使用期限が決まってい

るものは、消防局等と協力して集中的に備蓄し、使用分を補完するなど、計画的

な無駄のない備蓄の工夫が必要である。 

・新型コロナウイルス感染症では、海外で初めて疾患が確認されてから京都市内

で患者が発生するまでの期間が短く、疾患の情報が十分にない状況で対応した。

こうした状況でも保健所の体制構築等が後手に回らないよう、あらかじめ、必
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要な人員体制、想定される事務の流れを具体的に定めておくとともに、毎年、机

上訓練等を行うことで、初動時の混乱を防ぎ、本市１例目の患者発生時からス

ムーズに対応できるよう準備しておく必要がある。 

・応援体制の構築については、早い段階から応援職員を動員できるよう、平時か

ら具体的に体制、役割等を決め、定期的に研修、訓練を行っておく必要がある。 

・特に業務委託や人材派遣の確保などが確立されるまでの間を乗りきるために

も、医療衛生推進室内の応援については、どの業務を縮小・停止し、誰が応援に

入れるかを事前に決めておく必要がある。 

・１例目の患者は、陽性判明が夜間だったこともあり入院調整に時間を要したこ

とから、発生初期においては、２４時間の入院受入体制を事前に取り決めてお

く必要がある。 

・入院調整は、入院病床を確保する京都府において一元化されることを見据え、

初期段階から京都府と連携が必要である。 

・２４時間の相談窓口は、当初、職員で対応していたが負担が大きいことから、

早い段階で外部委託できるよう事前に委託業者の情報収集をしておく必要があ

る。また、速やかに窓口を設置できるよう、相談マニュアルのベースについても

作成しておく必要がある。 

・感染拡大に備え、できるだけ早い段階で民間検査機関への検査委託を開始する

とともに、検査数を確保できるよう、平時から民間検査機関と協定を締結等に

より関係性を構築しておく必要がある。 

・発生初期は特に正確な情報発信が重要であり、風評被害が生じないよう、リス

クコミュニケーションも並行して実施する必要がある。 

 

＜フェーズ２＞ 

時 期 令和２年１０月２２日～令和３年６月２４日（第３波、第４波） 

特 徴 

 フェーズ１よりも多くの新規感染者が発生し、医療のひっ迫が懸念される事態

が生じた。また、これまでの経過を踏まえ感染症法等の改正により自宅療養の法

的位置づけや積極的疫学調査等の実効性確保、医療機関等への協力要請に係る規

定が整備される等の対策が国により講じられた。 

主な対応と

評 価 

〇 医療体制 

・支援金制度を構築するとともに、私立病院協会の協力の下、多くの医療機関

が休診する年末年始・ＧＷの外来開設を依頼し、長期休暇の診療検査体制を確

保した。また、京都府医師会の協力により、医師による健康観察を実施した。

（（支援金交付実績：年末年始 52 件、55,310 千円、ＧＷ 41 件、25,160 千円） 

 

〇 保健所体制 

 ・２４時間の相談窓口として「きょうと新型コロナ医療相談センター」を府市

共同で設置し、帰国者・接触者相談センターから業務を移行した。 

 ・京都大学医学部附属病院と包括連携協定を締結し、本市の対策等に適宜アド

バイスをいただくとともに、一時多量のＰＣＲ検査を依頼するなど、本市の新

型コロナウイルス感染症対策全般で協力する関係を構築した。 

 ・京都府と連携して生活支援事業（パルスオキシメーター、生活支援物資）を

開始し、自宅療養者の療養環境の向上を図った。 

 ・市会からの提案により、旅行会社の協力の下、濃厚接触者への宿泊斡旋事業

を開始し、家庭内感染の防止に努めた。 

・「大学のまち・学生のまち 京都」の特徴を捉え、若い方々に感染予防を呼び

かけるため、ドラマ仕立ての動画を作成し、京都市公式ＹｏｕＴｕｂｅ等で公

開するとともに、市内各大学等へＤＶＤを配布し、大学予防接種会場での放映

や学内食堂で放映するなどの注意喚起を行った。 
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・国立感染症研究所の協力の下、本市が有する積極的疫学調査情報とゲノム情

報を突合することにより、アルファ株の初期段階における地域での流行や保健

所による封じ込め状況の把握を行った。 

課 題 

・当初、患者数や対応期間等、先が見えないことから、アナログでの業務スキー

ムを構築したが、感染拡大による情報量の大幅な増加と体制強化に伴う業務の

分業により、情報の管理、共有が困難となったため、速やかにＩＣＴを活用した

情報管理体制を構築するとともに、患者対応においても積極的な活用を検討す

る必要がある。 

・患者や濃厚接触者への対応（事業所等でのクラスター対応を含む。）について、

きめ細やかな対応等を重視するあまり、感染拡大期に対応できない場面も見ら

れたことから、応援体制と同様、感染拡大の規模に応じた調査項目の重点化を

早期に検討する必要がある。 

 

＜フェーズ３＞ 

時 期 令和３年６月２５日～１２月２０日（第５波） 

特 徴 

 これまでにないペースで感染が急拡大し、医療のひっ迫が懸念される事態が生

じた一方、治療薬の投与や高齢者等へのワクチン接種率向上等の対策が進んだ。

また、感染拡大により保健所の抜本的な体制強化が必要となり、健康観察の委託

や大規模な全庁応援体制を構築し対応した。 

主な対応と

評 価 

〇 検査体制 

 ・感染者増に伴う検査数増に対応するため、濃厚接触者等のＰＣＲ検査につい

て、ウォークイン方式・ドライブスルー方式から郵送による検査に変更し、検

査の迅速化や検査件数の増を図った。 

 

〇 医療体制 

 ・接触者外来を開設する医療機関に支援金を支給することで、多くの医療機関

が休診する日曜日・祝日、お盆の外来医療体制を確保した。（支援金交付実績：

日曜日・祝日 75 件、310,600 千円（令和 3 年度から５類移行まで）、お盆 52

件、26,600 千円） 

 ・京都府医師会と連携し、医療機関から発生届提出時に「重症化リスクチェッ

クシート」を合わせて提出いただいくことで、発症後７日以内に投与が必要な

中和抗体薬の投与対象者のトリアージに有効に活用できた。また、診療・検査

医療機関においてパルスオキシメーターを配布していただき、陽性判明後ただ

ちに健康状態を把握できるようにした。 

・京都府医師会・京都産婦人科医会と協定を締結し、在宅療養中の妊婦に対す

る医療体制を構築した。 

 

〇 保健所体制 

 ・国方針を踏まえ、事業所での積極的疫学調査において、濃厚接触者の候補者

を選定し行政検査対象者をメールで送付いただくことで業務の迅速化を図り、

より多くの患者に対応できる体制を速やかに整備した。 

 ・京都府医師会の協力により、同会に「京都市電話診療所」を委託。あわせて、

京都府薬剤師会の協力の下、自宅までの配薬を薬局に委託し、自宅療養者が安

心して療養できる体制を構築した。 

 ・訪問看護ステーション等との連携により、健康観察業務の一部を委託し、保

健所が症状の重たい方や重症化リスクの高い方の対応に注力できる体制を構築

した。 

 ・市内看護系大学の協力により京都市版ＩＨＥＡＴが結成され、感染拡大期の

市民対応において、感染症専門家の協力が得られたことは非常に心強かった。 
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 ・保健所業務がこれまでになくひっ迫したことから、全庁を挙げた応援体制を

構築し、専門職に限定していた積極的疫学調査等の業務のうち、専門職以外で

も実施できる業務や対象者を切り分け、応援職員がこれらの事務を担当した。

全庁的な応援体制の構築は大変有効であり、厚生労働省の事務連絡においても、

好事例として京都市の取組が紹介された。 

・感染拡大に伴い増加する後遺症相談に対応するため、２４時間対応の「きょ

うと新型コロナ後遺症相談ダイヤル」を府市共同で設置し、療養期間が終了し

てもお困りの方への支援を行った。 

・保健所内で同様のデータを複数担当で管理するなど、データ管理が輻輳し消

失等の危険性もあったことから、患者情報を一元的に管理するシステムを導入

し、データ管理体制を強化・効率化した。 

課 題 

・ドライブスルー方式、ウォークイン方式での検査は、実施場所が限られ、市民

にとって利便性が良いとは言えず、また、運営に係る職員の負担も大きいため、

検体の自己採取が可能となった時点で郵送への切替や、検査受付・検査キット

配布・検体回収等の委託化を速やかに検討する必要がある。 

・京都市版ＩＨＥＡＴについて、平時から人員確保に努めるととともに、メンバ

ーには訓練にも参加いただき、今後も継続して協力が得られるよう維持してお

く必要がある。 

・応援職員の動員に当たり、業務逼迫度の指標として、マネジメントする際に役

立てる定量的な指標と応援業務の内容について、引き続き平時から策定してお

くとともに、動員の指標については、パンデミックの様相により、臨機応変に対

応できる柔軟性のある仕組みにしておく必要がある。 

・度重なる職員の増員、全庁的な応援体制などにより、執務室を順次拡大してき

たが、それに伴い分散し全体の連携や必要な情報共有がしづらくなったため、

あらかじめ活用できる場所を想定したうえで、できるだけ早い段階で余裕のあ

るスペース（可能であれば１か所に集約。）を確保するほか、正確かつ迅速な情

報共有、連携を図るための仕組みが必要である。 

 

＜フェーズ４＞ 

時 期 令和３年１２月２１日～令和４年１０月１２日（第６波、第７波） 

特 徴 

 フェーズ３よりも感染力が高い変異株（オミクロン株）により、これまでの波

を大きく上回る感染拡大となった。一方で、社会経済活動を継続しながら感染拡

大を防止する国方針が示され、健康フォローアップセンター設置や陽性者登録

制度などにより医療が必要な方への重点的な対応が進んだ。 

主な対応と

評 価 

〇 医療体制 

・私立病院協会の協力の下、多くの医療機関が休診する年末年始・ＧＷの外来

開設を依頼し、長期休暇の診療検査体制を確保した。また、お盆期間には、京

都府医師会の協力の下、診療所にも拡大した。（支援金交付実績：年末年始 28

件、48,400 千円、ＧＷ 25 件、18,600 千円、お盆 181 件、82,800 千円） 

・「訪問診療等協力金事業」が京都府から移管されたことに伴い、改めて医療

機関等に協力を呼び掛け、協力医療機関等数を大きく拡充した。（支援金交付

実績：医師訪問 1,845 回、看護師等訪問 6,765 回、計 177,708 千円（令和 

４年６月～５類移行まで）） 

・保健所内に「自宅・施設療養医療調整チーム」を設置し、自宅・施設療養者

への医療提供体制を拡充し、療養環境の充実を図った。 

・様々な事情により入院できない自宅療養者に対する２４時間医療管理体制

を構築し、症状が悪化するなどしても安心して療養できる環境を整備した。 

・地区医師会等と連携し、高齢者施設等新型コロナ医療コーディネートチーム

を市内に８か所設置し、施設内療養環境の更なる充実を図った。 
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・抗原定性検査キット自己検査の陽性者登録制度を開始し、重症化リスクの高

い方がより確実に医療機関を受診できる体制を構築した。 

・オミクロン株が中心となる第６波以降は、外来対応医療機関も増え、地域の

医療機関においても往診を行っていただくなど、多くの地域の医療関係者に

御協力をいただけた。 

 

〇 保健所体制 

・感染拡大を受け、積極的疫学調査の重点化を図るとともに、重症化リスクの

高い方を優先して対応するよう、国の方針を踏まえ、迅速に方針を変更した。 

・京都府や周辺自治体に先駆け「京都市新型コロナ陽性者臨時フォローアップ

センター」を設置し、２４時間対応の体調不良時の健康相談をはじめ、様々な

保健所業務を順次委託し、自宅療養者等の療養環境の更なる充実を図るとと

もに、保健所体制の強化と業務の効率化を図り、重症化リスクの高い方への対

応に注力することができた。 

・ＳＭＳを活用した軽症者へのファーストタッチや行政検査陰性者への結果

連絡、入力フォームによる個人からのＰＣＲ検査受付を開始したほか、医療機

関の協力により６５歳以下の軽症者には医療機関での「お知らせ」の配布をも

って保健所からのファーストタッチに代えることで、更なる業務効率化を進

め、重症化リスクの高い方に重点をおいた対応を行った。 

・国立感染症研究所の協力の下、府市で有する積極的疫学調査情報とゲノム情

報を突合し、オミクロン株の初期段階における地域での流行や保健所による

封じ込め状況の把握を府市協調で行った。 

課 題 

・陽性者フォローアップセンターについては、府市で窓口が２つに分かれ、京都

市域周辺の医療機関や住民はどちらを利用すればよいか分かりにくく混乱を

招いたことから、窓口の一本化を前提に府市で調整するとともに、療養者等の

相談窓口確保のため、業務委託を含めて早い段階から設置できるよう協議する

必要がある。 

・地区医師会をはじめとした地域の医療、福祉関係機関とも、平時から連携して

感染症予防に取り組むことで、多職種の感染症対策の関心の維持と健康危機事

案発生時の対策にもつながると考えられる。今後も、御協力をいただいた様々

な団体、民間事業者と築いた関係を大切にしていくとともに、より良好な関係

となるよう平時から必要な相談、連携を図っていくことが重要である。 

 

＜フェーズ５＞ 

時 期 令和４年１０月１３日～令和５年５月７日（第８波） 

特 徴 

 新型コロナウイルス感染症の発生届が、６５歳以上の方など重症化リスクの

高い４類型に限定されるなど、さらに社会経済活動との両立を図る国方針が示

された。これにより、保健所の対応が重症化リスクの高い方に絞られたほか、フ

ェーズ４までに行ってきた各対策により、全庁応援体制による応援職員を動員

せずに対応することができた。 

これまでのような単一の変異株による感染拡大ではなく、様々な系統が同時

に流行することとなった。 

令和５年１月には５類感染症に移行する国方針が示された。 

主な対応と

評 価 

〇 医療体制 

・外国人観光客の増加を踏まえ、安心して療養いただけるようフォローアップ

センターの連絡先などを記載した英語版のリーフレットを作成した。 

・観光客等の増加を踏まえ、陽性者登録の対象を市内居住者から観光等での滞

在者まで拡大することで、重症化リスクの高い方がより確実に医療機関を受

診できる体制を構築した。 
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・京都府医師会、京都私立病院協会に加え、京都府薬剤師会にも協力いただき、

多くの医療機関が休診する年末年始・ＧＷの外来医療機関、薬局の開設や抗原

定性検査キット配布（年末年始のみ）を依頼し、長期休暇の診療検査体制を確

保した。（支援金交付実績：年末年始 102 件、72,000 千円（医療機関） 78

件、37,200 千円（薬局）、ＧＷ 135 件、20,600 千円（医療機関） 93 件、34,950

千円（薬局）） 

・更に、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行に備

え、医療機関を受診できない方が出ないよう、本市でも、年末年始に、抗原定

性検査キットの自宅配送・拠点配布、臨時オンライン診療を開設し、診療検査

体制の拡充を図った。 

 

〇 保健所体制 

・高齢者施設の健康観察業務を委託し、施設内での療養環境の充実を図った。 

・自宅療養者向けのチャットボットやＬＩＮＥアカウント「京都市新型コロナ

サポート ヒロメズ」を開設し、相談先や必要な情報に容易にアクセスできる

環境の整備、体調のセルフチェック機能の提供など、自宅療養者等が安心して

療養できる環境の充実を図った。 

課 題 

・チャットボットやＬＩＮＥアカウントを含めた「感染症自己報告システム  

ＨＩＲＯＭＥＺＵ」の導入、入力フォームを活用したＰＣＲ検査申込や陽性者

登録制度の運用、ＳＭＳを活用した陽性者等への連絡など、ＩＣＴ活用による

市民の利便性向上と業務の効率化を図れたことは良かったが、もう少し早く導

入できるとより効果が高まったと考えられる。特に京都大学の協力により構築

した「感染症自己報告システム ＨＩＲＯＭＥＺＵ」については、有事の際に

は業務フローが一定確立した段階で速やかに改修し、情報管理の徹底、情報共

有の迅速化、業務効率化を早期に実現する必要がある。 

 

 


